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栃木県告示第91号
　悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準（平成24年栃木県告示第71号）の一部を次のように改正
し、令和５（2023）年４月１日から適用する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

別表

略

那須町 幸福の科学学園高等学校・中学校、那須
町立那須中学校、那須町立東陽小学校、
那須町立学びの森小学校、那須町立高久
小学校、那須町立田代友愛小学校、那須
町立那須高原小学校、那須みふじ幼稚
園、認定こども園那須幼稚園、那須町立
黒田原第２保育園、那須町立伊王野保育
園、那須高原保育園、那須町立千振保育
園、なすのそら保育園、特別養護老人
ホームゆたか苑、特別養護老人ホーム寿
山荘那須、特別養護老人ホームなすの
苑、地域密着型特別養護老人ホームあし
の苑、養護老人ホーム聖園那須老人ホー
ム、那須高原病院及び見川医院のそれぞ
れ周囲100メートル以内の区域

別表

略

那須町 幸福の科学学園高等学校・中学校、那須
町立那須中学校、那須町立東陽小学校、
那須町立学びの森小学校、那須町立高久
小学校、那須町立田代友愛小学校、那須
町立那須高原小学校、那須みふじ幼稚
園、認定こども園那須幼稚園、那須町立
黒田原第２保育園、那須町立伊王野保育
園、那須高原保育園、那須町立千振保育
園、なすのそら保育園、特別養護老人
ホームゆたか苑、特別養護老人ホーム寿
山荘那須、特別養護老人ホームなすの
苑　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　、養護老人ホーム聖園那須老人ホー
ム、那須高原病院及び見川医院のそれぞ
れ周囲100メートル以内の区域

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第92号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和５（2023）年２月５日 あゆみ薬局那須烏山店 那須烏山市金井１-14-９

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第93号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第１項
の規定により介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給
付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を指定
したので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
居宅介護事業者

指 定
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

令 和 ４
（2022）年
８月１日

株式会社フレンド 小山市羽川524-２ グループホーム
みささかん

芳賀郡芳賀町東水
沼2928

認知症対応
型共同生活
介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第94号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成

栃木県告示第91号
　悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準（平成24年栃木県告示第71号）の一部を次のように改正
し、令和５（2023）年４月１日から適用する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

別表

略

那須町 幸福の科学学園高等学校・中学校、那須
町立那須中学校、那須町立東陽小学校、
那須町立学びの森小学校、那須町立高久
小学校、那須町立田代友愛小学校、那須
町立那須高原小学校、那須みふじ幼稚
園、認定こども園那須幼稚園、那須町立
黒田原第２保育園、那須町立伊王野保育
園、那須高原保育園、那須町立千振保育
園、なすのそら保育園、特別養護老人
ホームゆたか苑、特別養護老人ホーム寿
山荘那須、特別養護老人ホームなすの
苑、地域密着型特別養護老人ホームあし
の苑、養護老人ホーム聖園那須老人ホー
ム、那須高原病院及び見川医院のそれぞ
れ周囲100メートル以内の区域

別表

略

那須町 幸福の科学学園高等学校・中学校、那須
町立那須中学校、那須町立東陽小学校、
那須町立学びの森小学校、那須町立高久
小学校、那須町立田代友愛小学校、那須
町立那須高原小学校、那須みふじ幼稚
園、認定こども園那須幼稚園、那須町立
黒田原第２保育園、那須町立伊王野保育
園、那須高原保育園、那須町立千振保育
園、なすのそら保育園、特別養護老人
ホームゆたか苑、特別養護老人ホーム寿
山荘那須、特別養護老人ホームなすの
苑　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　、養護老人ホーム聖園那須老人ホー
ム、那須高原病院及び見川医院のそれぞ
れ周囲100メートル以内の区域

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
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19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和４（2022）年12月31日 大場医院 栃木市旭町15-14

令和５（2023）年２月１日 ふじ調剤薬局西那須野店 那須塩原市下永田３-1159-７

令和５（2023）年２月５日 あゆみ薬局那須烏山店 那須烏山市金井１-13-８

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第95号
　次の指定介護機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第54条の２第５項において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の事業を廃止し
た旨の届出があったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

廃 止
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

令 和 ４
（2022）年
12月28日

株式会社アイン
ファーマシーズ

北海道札幌市白石
区東札幌五条二丁
目４-30

アイン薬局　鬼怒
川店

日光市高徳 638-
１

居宅療養管
理指導

令 和 ５
（2023）年
３月31日

社会福祉法人　栃
木市社会福祉協議
会

栃木市今泉町２-
１-40

デイサービス真名
子

栃木市西方町真名
子1400-１

通所介護

２　介護予防事業者

廃 止
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

令 和 ４
（2022）年
12月28日

株式会社アイン
ファーマシーズ

北海道札幌市白石
区東札幌五条二丁
目４-30

アイン薬局　鬼怒
川店

日光市高徳638-１ 介護予防居
宅療養管理
指導

令 和 ５
（2023）年
３月31日

社会福祉法人　栃
木市社会福祉協議
会

栃木市今泉町２-
１-40

デイサービス真名
子

栃木市西方町真名
子1400-１

介護予防通
所介護

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第96号



（178） 栃 木 県 公 報 第388号令和５（2023）年３月17日　金曜日

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年３月17日から同年４月17日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　作原田沼線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

201
前

佐野市白岩町字下高谷６-14から
佐野市長谷場町字柚ノ木725-２まで

10.0 ～ 17.0 843.0

後
佐野市白岩町字下高谷６-14から
佐野市長谷場町字柚ノ木725-２まで

10.0 ～ 40.8 843.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第97号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年３月17日から同年４月17日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

35
主 要 地 方 道
宇 都 宮 結 城 線

小山市大字高椅字宮内474-３から
小山市大字高椅字宮内702-９まで

令和５（2023）年
３月17日

201
一 般 県 道
作 原 田 沼 線

佐野市白岩町字下高谷６-14から
佐野市長谷場町字柚ノ木725-２まで

令和５（2023）年
３月17日

269
主 要 地 方 道
小 山 環 状 線

小山市大字粟宮字東道上1217-１から
小山市大字粟宮字東道上1193まで

令和５（2023）年
３月23日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第98号
　道路法（昭和27年法律第180号）第10条第２項の規定に基づき、次の県道の路線を変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 旧新別 路 線 名
起 点

重要な経過地 備 考
終 点

228

旧 竜舞山前停車場線
起点
群馬県太田市
龍舞町足利市　山前停車場

新 竜 舞 足 利 線
起点
群馬県太田市
龍舞町足利市西宮町
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（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第99号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、益子町役場周辺土地区画整理組合の
事業計画の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　組合の名称　益子町役場周辺土地区画整理組合
２　事業施行期間　令和２（2020）年４月１日から令和14（2032）年３月31日まで
３　施行地区　 益子町大字益子字藤ノ木、字反り町、字地蔵前、字地蔵脇、字又刈、字栗崎、字一丁田、字釜

場、字百目鬼の各一部
４　事務所の所在地　栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
５　設立認可の年月日　令和２（2020）年４月１日
６　変更の内容　設計の概要及び資金計画書の変更
７　変更認可の年月日　令和５（2023）年３月10日

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第100号
　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定によ
り住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条第１項の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

支援法人の名称 支 援 法 人 の 住 所
支 援 業 務 を 行 う
事 務 所 の 所 在 地

指 定 年 月 日

株式会社染谷商事 栃木県栃木市箱森町33番９号 栃木県栃木市箱森町33番９号 令和５（2023）年
３月10日

（住宅課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の新設の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により大規模小売店舗の新設に関する届
出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、令和５（2023）年７月18日までに知事に意見書
を提出することができる。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモスかみのかわ店
　　河内郡上三川町大字上三川字富士山3499番２　外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　株式会社コスモス薬品
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号
３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称
　　株式会社コスモス薬品
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号
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４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和５（2023）年11月９日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　1,375㎡
６　駐車場及び駐輪場の収容台数
　　駐車場　56台
　　駐輪場　26台
７　荷さばき施設の面積
　　50㎡
８　廃棄物等の保管施設の容量
　　10㎥
９　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　開店時刻　午前９時
　　閉店時刻　午後10時
10　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　午前８時30分から午後10時30分まで
11　駐車場の自動車の出入口の数
　　３か所
12　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　午前０時から午後12時まで（24時間）
13　届出年月日
　　令和５（2023）年３月８日
14　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数
発生の場所
又 は 区 域

発 生 年 月 日
経 過 及 び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 ３頭 那須塩原市 令和５（2023）年３月６日 法令殺

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の特別減歩の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定
により、県営赤城地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を、地積を特に減じて換地を定める土地
として指定したので、同条第２項において準用する同法第53条の２第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市 町 村 大 字 字 地 番 地 目 用 途
地 積
（㎡）

特に減ずる
地 積（㎡）

摘 要

佐野市 飯田町 西田 416-１ 田 田 709 248
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佐野市 飯田町 西田 420 田 田 1,242 54

〃 〃 〃 421 〃 〃 737 20

〃 〃 〃 425 〃 〃 747 150

〃 〃 〃 426 〃 〃 647 17

〃 〃 〃 430-１ 〃 〃 788 62

〃 〃 〃 436 〃 〃 783 286

〃 〃 〃 440 〃 〃 1,467 214

〃 〃 〃 444 〃 〃 1,150 31

〃 〃 〃 445 〃 〃 1,249 69

〃 〃 〃 446-１ 〃 〃 1,498 404

〃 〃 〃 449-１ 〃 〃 1,694 86

〃 〃 〃 451-１ 〃 〃 925 25

〃 〃 〃 452-１ 〃 〃 1,032 45

〃 〃 〃 455-１ 〃 〃 1,602 43

〃 〃 子王 457-５ 畑 畑 789 21

〃 〃 西田 884-１ 田 田 1,790 48

〃 〃 〃 892-１ 〃 〃 855 81

〃 〃 〃 894-１ 〃 〃 811 22

〃 植下町 下ノ宮町 2810 〃 〃 2,813 91

〃 〃 〃 2812 〃 〃 674 40

〃 〃 〃 2819-１ 〃 〃 2,183 58

〃 〃 〃 2821-１ 〃 〃 357 9

〃 〃 〃 2823-１ 〃 〃 3,395 90

〃 〃 〃 2830 〃 〃 1,051 55

〃 〃 〃 2831 〃 〃 545 28

〃 〃 〃 2832 〃 〃 816 32

〃 〃 〃 2836 〃 〃 476 446

〃 〃 〃 2843 〃 〃 1,021 27

〃 〃 〃 2850 〃 〃 1,186 32

〃 〃 〃 2851 〃 〃 2,171 302

〃 〃 〃 2857 〃 〃 1,018 59

〃 〃 〃 2860 〃 〃 1,292 122

〃 〃 〃 2864 〃 〃 1,239 33

〃 〃 〃 2865 〃 〃 687 178

〃 〃 〃 2867 〃 〃 1,090 51

〃 〃 〃 2869 〃 〃 687 44
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佐野市 植下町 下ノ宮町 2870 田 田 690 18

〃 〃 〃 2871 〃 〃 905 276

〃 〃 〃 2876 〃 〃 1,371 48

〃 〃 〃 2879 〃 〃 919 59

〃 〃 〃 2880 〃 〃 1,176 51

〃 〃 〃 2882 〃 〃 1,256 33

〃 〃 〃 2884 〃 〃 1,679 347

〃 〃 〃 2886 〃 〃 2,859 165

〃 〃 〃 2887 〃 〃 3,071 82

〃 〃 〃 2888 〃 〃 3,252 123

〃 〃 〃 2889 〃 〃 1,272 34

〃 〃 〃 2896 〃 〃 793 67

〃 〃 〃 2897 〃 〃 872 123

〃 〃 〃 2906 〃 〃 786 85

〃 〃 〃 2908 〃 〃 1,117 107

〃 〃 〃 2913 〃 〃 1,295 80

〃 〃 〃 2917 〃 〃 1,163 141

〃 〃 〃 2922 〃 〃 1,550 41

〃 〃 〃 2924 〃 〃 492 13

〃 〃 〃 2925 〃 〃 1,927 51

〃 〃 〃 2927 〃 〃 142 4

〃 〃 〃 2930 〃 〃 895 204

〃 〃 〃 2933-２ 〃 〃 991 197

〃 〃 〃 2936 〃 〃 1,791 144

〃 〃 〃 2939 〃 〃 1,100 29

〃 〃 〃 2941 〃 〃 1,176 31

〃 〃 〃 2942 〃 〃 1,530 82

〃 〃 〃 2945 〃 〃 1,590 42

〃 〃 〃 2946-１ 〃 〃 1,381 37

〃 〃 〃 2946-２ 〃 〃 1,381 37

〃 〃 〃 2947 〃 〃 3,877 229

〃 〃 〃 2951 〃 〃 1,176 335

〃 〃 〃 2953 〃 〃 1,342 181

〃 〃 〃 2956 〃 〃 1,755 128

〃 〃 〃 2957 〃 〃 1,646 168

〃 〃 〃 2958 〃 〃 1,719 142
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佐野市 植下町 下ノ宮町 2962-１ 田 田 742 20

〃 〃 〃 2971-１ 〃 〃 2,102 56

〃 〃 〃 2972-１ 〃 〃 1,234 71

〃 〃 〃 2974-１ 〃 〃 2,012 54

〃 〃 〃 2976-１ 〃 〃 1,691 65

〃 〃 〃 2977-１ 〃 〃 1,426 138

〃 〃 〃 2978-１ 〃 〃 1,193 99

〃 〃 〃 2979-１ 〃 〃 1,776 47

〃 〃 〃 2980-１ 〃 〃 1,864 123

〃 〃 〃 2986-１ 〃 〃 1,037 28

〃 〃 〃 2994-１ 〃 〃 1,873 70

〃 〃 〃 3006 〃 〃 1,193 43

〃 〃 〃 3008 〃 〃 2,026 90

〃 〃 〃 3010 〃 〃 1,900 72

〃 〃 〃 3011 〃 〃 885 77

〃 〃 〃 3014 〃 〃 2,859 76

〃 〃 〃 3015 〃 〃 1,289 34

〃 〃 〃 3023 〃 〃 1,276 34

〃 〃 〃 3024 〃 〃 1,728 128

〃 〃 〃 3027 〃 〃 862 70

〃 〃 〃 3029 〃 〃 611 16

〃 〃 〃 3030 〃 〃 2,029 55

〃 〃 笠内町 3033 〃 〃 766 20

〃 〃 〃 3034 〃 〃 2,406 90

〃 〃 〃 3040 〃 〃 1,818 61

〃 〃 〃 3044 〃 〃 2,667 88

〃 〃 〃 3050 〃 〃 2,238 129

〃 〃 〃 3051-１ 〃 〃 1,283 34

〃 〃 〃 3053-１ 〃 〃 2,102 56

〃 〃 〃 3056-１ 〃 〃 1,880 50

〃 〃 〃 3058-１ 〃 〃 1,134 30

〃 〃 下ノ宮町 3059-１ 〃 〃 1,060 65

〃 〃 〃 3062-１ 〃 〃 1,210 32

〃 〃 笠内町 3063-１ 〃 〃 1,887 50

〃 〃 〃 3064-１ 〃 〃 1,540 41

〃 〃 〃 3066-１ 〃 〃 1,615 171
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（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和５（2023）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　ＩＣカード運転免許証作成機器等一式
⑵　借入物品の特質等　詳細は入札説明書による。
⑶　借入期間　令和６（2024）年１月１日から令和10（2028）年12月31日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除された
ときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県警察本部交通部運転免許管理課及び栃木県内19警察署（詳細は入札説明書による。）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
　　大分類「Ｐその他のサービス」小分類「２リース、レンタル」
⑶　入札参加申請日から開札日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県警察本部警務部会計課出納係　電話028-623-3801
⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　　令和５（2023）年３月17日（金）から同年４月27日（木）まで入札情報システム上で公開する。
　　なお、紙入札者等が来庁による交付の場合、同期間（土曜日・日曜日を除く。）の午前９時から午後５
時まで、⑴の場所において紙媒体で交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　　令和５（2023）年４月27日（木）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所に、郵送（書留
郵便）により提出すること。郵送が困難な場合は持参も可とする。
イ　開札の日時及び場所
　　令和５（2023）年４月28日（金）午前10時
　　栃木県警察本部２階入札室
⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価
格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、そ
の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当す
る金額を入札書に記載すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨



（185）栃 木 県 公 報 第388号令和５（2023）年３月17日　金曜日

⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札参加希望者に要求される事項
ア　この入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書、入札説明書に添付した別添２「応札機器等
の性能保証に関する誓約書」を令和５（2023）年４月20日（木）午後５時までに電子入札システムによ
り提出し、審査を受けなければならない。なお、添付書類の容量が３MBを超える場合又は提出する書
類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県警察物品等電子調
達運用基準（令和３（2021）年４月26日付け栃会第434号。以下「電子調達運用基準」という。）に定め
る提出書類通知書（様式２）を提出することにより、当該添付書類の郵送又は持参による提出を認める
ものとする。ただし、提出書類の一式を郵送（書留郵便）又は持参するものとし電子入札システムによ
る提出との分割は認めないものとする。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
ウ　審査結果は、令和５（2023）年４月25日（火）午後４時までには電子入札システムにより通知する。
⑷　仕様書等に関する質問及びその回答
ア　質問期限及び質問方法
　　令和５（2023）年４月13日（木）午後５時
　　上記期限までに電子入札システムにより質問すること。
イ　質問及び回答の一斉公開期限及び公開方法
　　令和５（2023）年４月20日（木）
　　上記期限までに電子入札システム及び栃木県警ホームページ上に公開する。
ウ　質問及び回答の一斉公開範囲
　　質問者に関する情報を除き、質問及び回答の内容を公開する。
⑸　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入
札書
エ　栃木県警察物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月26日付け栃会第433号）第19条に掲げる
入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑹　落札者の決定方法
ア　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するも
のとする。

⑺　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　令和５（2023）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を
行うことがある。
ウ　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県警察物品等電子調達実施要領
及び電子調達運用基準の定めるところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　　Driver’s license issuing system with integrated circuit and that’s additional items, 1set.
⑵　Time and Date of bidding:
　　17:00, April 27, 2023
⑶　Information is available at:
　　Treasurer Section,
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
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　　Accounting Division,
　　Department of Police Administration
　　Tochigi Prefectural Police Headquarters
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510
　　TEL 028-623-3801

（警察本部警務部会計課）　
　───────────────────────────────────────────────


